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議題１ 
 川口農業ブランド制度令和７年度第１期申請農産物に対する意見に 
ついて                             １ 

 
議題２ 
令和７年度農業施策への対応について               ４ 

 
  



 

議題１ 川口農業ブランド制度令和７年度第１期申請農産物に 
対する意見について 

 
川口農業ブランド認定にあたり、提出された申請について、川口市ブランド推進協議

会が一次審査を実施した。 
第三者評価組織となる本審議会に対して評価依頼があった下記の４件の申請について

意見をすることとしたい。 
 
１ 川口農業ブランド制度の概要：２ページのとおり 
 
２ 川口農業ブランド認定農産物：３ページのとおり 
 
３ 令和７年度第１期申請物についての概要  

※敬称略 

  申請者（所属団体） 分類 名 称 申請区分 

１ 
中山 栄次 

（さいたま農業協同組合南部 
ブロック青壮年部安行支部） 

野菜 梨（彩玉） 認定替 優良認定 

２ 
浜野 昭彦 
（埼玉南部花卉生産組合） 

花き 
コニファー 
（ブルーアイス） 

認定替 優良認定 

３ 
浜野 昭彦 
（埼玉南部花卉生産組合） 

花き 
コニファー 
（ブルーバード） 

認定替 優良認定 

４ 
澤田 行雄 
（個人会員） 

野菜 ポロネギ 新規 推奨認定 
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川口農業ブランド推進協議会（以下、協議会）に加盟している団体の構成員であり、川口市に
住民登録されている農業者が生産した農産物（生産地は問わない）
※協議会は、農業関連団体等のうち参画を希望する団体で組織する。

～認定基準～

申請された農産物について、協議会が一次審査（書類審査等）を行ない、第三者評価組織の
評価を経て、協議会の認定会議で決定し、認定証等を交付する。
※第三者評価組織は、公平かつ信頼性の高い制度とするため、消費者等農業関係者以外の方
や農業有識者の意見も聴取できる体制を整えた組織とする。

～制度のあり方～ ※「農産物」とは、農業による生産物とし畜産物も含むもの。

～認定の種類～

川口市内の農業者によって生産された特に優れた農産物を“川口農業ブランド”として認定
し、付加価値を高めるとともに、市内外に情報発信することにより、市民をはじめとした消費
者の認知度、理解及び信頼を高め、需要の拡大を促進し、市内農業者の農業収入の増加に加え、
より意欲的な生産による営農の継続、更には担い手の育成に繋げ、本市農業の振興・発展に寄

与することを目的とするもの。

認定基準1～8の全8項目及び9又は
10に適合し、かつ、優良品認定を受け
て1年が満了した農産物

認定基準2.3.4及び.9又は10に適合、
かつ他の認定基準3項目も含め合計7項
目以上に適合し、推奨品認定を受けて、
1年が満了した農産物

認定基準2.3.4及び9又は10に適合、
かつ他の認定基準1項目も含め合計5項
目以上に適合している農産物

※認定基準のうち９については食用の農産物の必須項目で、１０については食用以外
の農産物（植木を中心とする花き）の必須項目。

目 的

選定・認定方法

期待する効果

１ 川口市長等が認定をした認定農業者が生産した農産物であること。

２ 川口市内で5年以上営農していること。

３ 農業関連団体1団体以上かつ、市内農業者3人以上の推薦を受けていること。

４ 高付加価値化・ブランド化しようとする農産物の今後の事業展開に明確なビジョン

が示されており、申請者の経験や実績又は今後の事業展開への意欲等から判断して、

将来にわたり安定的・継続的な販売が見込まれ、川口市のイメージ向上に加え、

地域振興及び活性化への貢献が期待できること。

５ 川口の気候と風土に適しており、川口の農業者の知恵と努力により育まれた農産物

であること。

６ 消費者や流通関係者から高い評価を受けていること。

７ 他の地域で生産、製造される類似の農産物と比較して、価格が適正であり、品質、

味見、機能や価格等の面で特筆すべきものがあること。

８ 価値に優れ、一定の品質・クオリティを保持できる体制（生産・販売手段、消費者

からのクレーム等への対応等）を有しており、需給バランスに沿って市民をはじめ

とする消費者に提供できるものであること。

９ 食用の農産物については、２年以上の良好な生産実績・生産履歴がありかつ関係法

令のほか、さいたま農業協同組合農産物直売所の基準に準じ、ポジティブリスト制度

（食品に残留する農薬等に関する制度）及びトレーサビリティ（食品の移動把握）を

遵守したうえで、生産履歴を記録し、必要に応じて提出ができること。

１０ 植木を中心とする花きについては、２年以上の良好な生産実績・生産履歴があること。

また、市内の農地での最低1年以上の良好な管理・生育実績（現在又は過去）があり、

生産履歴があることが必要であるが、播種や定植などから出荷までの期間が1年以内

である農産物についてはこの限りではない。

・ 信頼性の向上

・ 川口らしさの認知、川口への愛着

・ 農業者の生産に対する意識改革と

生産意欲の向上から担い手の育成へ

・ 農業収入の増加

★川口農業の活性化

川口農業ブランド認定の流れ

川口農業ブランド推進協議会

農業者
(申請者)

※他者等推薦必須
第三者評価組織

①申請 ⑤認定
③評価依頼

②一次審査 ④評価･意見

（推薦可）

対 象

１ 川口農業ブランド制度の概要
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２　川口農業ブランド認定農産物
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議題２ 令和７年度以降の農業施策への取り組みについて 
 
第２次川口市農業基本計画に基づく、都市農業の保全推進に関し、令和６年度に、関

係団体及び行政担当者によるプロジェクトチームを設置し、会議を開催し検討した。 

 

１ プロジェクトチーム会議を踏まえた農業施策：５から８ページのとおり 

 
 

- 4 -



 

 

 

都市農業保全推進プロジェクトチーム会議資料 

川口市における農業施策の展開 一農地保全と農業の再生一 

１、遊休農地の洗い出し農地バンクに登録 

（１）Ｒ６遊休農地のリストアップ（完了） 

（２）Ｒ６遊休農地の地図作成（完了） 

（３）Ｒ６遊休農地の web 公開（e-maff 農地ナビ） 

（４）登録可能な遊休農地を農地バンクに登録 

２、遊休農地対策補助金の創設（完了） 

 

３、市民農園等開設者向け補助金の創設【新規補助金】（運用開始） 

（１）令和７年度中に検討 

国の施策では 

☆都市農業振興基本計画では、 

①都市農業の担い手の確保
．．．．．．

  ②都市農業の用に供する土地の確保
．．．．．

  ③農業振興施策の本格的展開
．．．．．

 

1、都市住民を対象とした各種農園経営の推進 

 

      

 

 

 

 

   

          

 

 

        

     

          

 

 

課題 

施策 

1、市民農園  

2、各種体験農園 

3、利用者のニーズによる貸し農園 

4、観光農園 

5、収穫体験やイベントを併設した観光化 

項 目 

Ｒ７年度から 

Ｒ６年度から 

Ｒ８年度から 

- 5 -



 

 

 

都市農業保全推進プロジェクトチーム会議資料 

川口市における農業施策の展開 一農地保全と農業の再生一 

１、６次産業商品を支援する    

（１）市内で事業化している６次産品の洗い出し 

（２）市産品フェア、各種イベント内に６次産品コーナーの出店 

（３）市内スーパーに６次産品売場確保に向けた調整 

２、地産地消推奨店を引き続き募集するとともに支援する 

（１）ＨＰに地産地消推奨店の位置図作成（完了） 

（２）地場産野菜を使用した農家の調理動画（YouTube）と販売先を紹介 

（３）地産地消推奨店チラシ(ＷＥＢ・紙)の作成 

（４）iimise 大賞において地産地消推奨店特別賞の創設を依頼 

３、企業の農業参入 

（１）埼玉県、川口商工会議所と連携し、農業参入に前向きな企業の洗い出し 

（２）洗い出しした企業に対し、市内農地への積極的な誘致活動 

2、農業経営の多様な取り組みへの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

1、経営及び生産設備等の合理化 

2、契約栽培、地産地消の推進 

3、異業種との提携による経営の多角化と新規事業の創出    

項 目 

施策 

Ｒ７年度から 
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都市農業保全推進プロジェクトチーム会議資料 

川口市における農業施策の展開 一農地保全と農業の再生一 

１、遊休農地の洗い出し農地バンクに登録 

（１）Ｒ６遊休農地のリストアップ （完了） 

（２）Ｒ６遊休農地の地図作成   （完了） 

（３）Ｒ６遊休農地の web 公開（e-maff 農地ナビ） 

（４）登録可能な遊休農地を農地バンクに登録 

２、企業の農業参入 

（１）埼玉県、川口商工会議所と連携し、農業参入に前向きな企業の洗い出し 

（２）洗い出しした企業に対し、市内農地への積極的な誘致活動 

３、ホームページ等の情報発信 

（１）新規就農者に必要な情報発信（補助金（国・県）、市内農地状況等） 

１、既存農業イベントの集約 

（１）緑化センターへのヒアリング 

（２）農業者、農業団体へのヒアリング 

   

3、新たな担い手の確保と育成支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、その他必要な施策の展開と支援 

課題 

1、農地バンク活動のさらなる推進  

2、新たな担い手の確保と育成支援 

3、事業の拡大をめざす農業者への農地の集積支援 

項 目 

施策 

Ｒ６年度から 

 
Ｒ７年度から 

 
Ｒ７年度から 
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都市農業保全推進プロジェクトチーム会議資料 

川口市における農業施策の展開 一農地保全と農業の再生一 

 

      

①遊休農地のリストアップ 

 （Ｒ６ ４０１筆） 

 

 

②遊休農地の地図作成 

 
 

 

 

③遊休農地の web 公開 

（e-maff 農地ナビ） 

 
 

 

〔参考資料〕 「農業従事者以外が所有する遊休農地の洗い出し、農地バンクに登録」作業工程 
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